
付 議 第 ３ 号

公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例議案に係る

意見聴取に関する議案

令和３年２月高知県議会定例会提出予定の別紙議案に係る地方教育行政の組織及び運

営に関する法律（昭和31年法律第162号）第29条の規定に基づく高知県知事からの意見

聴取に対し、適当であると認めることについて、議決を求めます。

高知県教育委員会事務委任等規則（平成4年教育委員会規則第１号）

第２条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

（５）教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について意見を述べること。





第 号

公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例議案

公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和３年２月 日提出

高知県知事 濵田 省司

公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

公立学校職員の給与に関する条例（昭和29年高知県条例第37号）の一部を次のように改

正する。

第16条第２項の表中

を

「

５ 主任等の職務を行う職員で教務その他の教育に

関する業務についての連絡調整及び指導・助言に

当たるものの特殊勤務手当（教育業務連絡指導手

当）並びに特別支援学校の各部の主事の職務を行

う職員の特殊勤務手当（特別支援学校部主事手

当）

１日当たり270円を超えな

い範囲内で人事委員会規則

で定める額

」

「

５ 主任等の職務を行う職員で教務その他の教育に

関する業務についての連絡調整及び指導・助言に

当たるものの特殊勤務手当（教育業務連絡指導手

当）並びに特別支援学校の各部の主事の職務を行

う職員の特殊勤務手当（特別支援学校部主事手

当）

１日当たり270円を超えな

い範囲内で人事委員会規則

で定める額

」

６ 県立の中学校において夜間に授業を行う学級に

関する業務に従事した職員の特殊勤務手当（夜間

学級教育手当）

１日当たり900円を超えな

い範囲内で人事委員会規則

で定める額

別 紙
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に改める。

附 則

この条例は、令和３年４月１日から施行する。
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公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例議案説明

この条例は、新たに開設される高知県立高知国際中学校夜間学級における中学校での夜

間の授業の特殊性等を考慮し、県立の中学校において夜間に授業を行う学級に関する業務

に従事した職員の特殊勤務手当を定めようとするものである。

参考資料１
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新
旧

対
照

表

新

公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
抜
粋
）

旧

公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
抜
粋
）

（
定
義
）

（
定
義
）

第
２
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
職
員
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
（
法
第
2
2
条
の
２

第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
職
員
（
以
下
「
第
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と

い
う
。
）
で
あ
る
者
、
同
項
第
２
号
に
掲
げ
る
職
員
（
以
下
「
第
２
号
会
計

年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
者
及
び
法
第
2
2
条
の
３
第
１
項
若
し

く
は
第
2
6
条
の
６
第
７
項
、
女
子
教
職
員
の
出
産
に
際
し
て
の
補
助
教
職
員

の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
3
0
年
法
律
第
1
2
5
号
）
第
３
条
第
１
項
又
は

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
1
1
0
号
）

第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
臨

時
的
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
者
を
含
む
。
）
を
い
う
。

第
２
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
職
員
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
（
法
第
2
2
条
の
２

第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
職
員
（
以
下
「
第
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と

い
う
。
）
で
あ
る
者
、
同
項
第
２
号
に
掲
げ
る
職
員
（
以
下
「
第
２
号
会
計

年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
者
及
び
法
第
2
2
条
の
３
第
１
項
若
し

く
は
第
2
6
条
の
６
第
７
項
、
女
子
教
職
員
の
出
産
に
際
し
て
の
補
助
教
職
員

の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
3
0
年
法
律
第
1
2
5
号
）
第
３
条
第
１
項
又
は

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
1
1
0
号
）

第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
臨

時
的
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
者
を
含
む
。
）
を
い
う
。

(
１
)
県
立
の
中
学
校
並
び
に
市
町
村
（
市
町
村
の
組
合
を
含
む
。
第
2
7
条

の
４
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
立
の
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校

及
び
特
別
支
援
学
校
の
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教

諭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
講
師
、

学
校
栄
養
職
員
（
共
同
調
理
場
の
学
校
栄
養
職
員
を
含
む
。
）
及
び
事
務

職
員

(
１
)
県
立
の
中
学
校
並
び
に
市
町
村
（
市
町
村
の
組
合
を
含
む
。
第
2
7
条

の
４
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
立
の
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校

及
び
特
別
支
援
学
校
の
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教

諭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
講
師
、

学
校
栄
養
職
員
（
共
同
調
理
場
の
学
校
栄
養
職
員
を
含
む
。
）
及
び
事
務

職
員

(
２
)
高
等
学
校
（
市
町
村
立
の
高
等
学
校
の
全
日
制
課
程
を
除
く
。
以
下

同
じ
。
）
及
び
特
別
支
援
学
校
（
前
号
の
市
町
村
立
の
特
別
支
援
学
校
を

除
く
。
）
の
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭
、

養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
講
師
、
実
習
助
手
、

寄
宿
舎
指
導
員
、
学
校
栄
養
職
員
、
看
護
職
員
、
事
務
職
員
及
び
そ
の
他

(
２
)
高
等
学
校
（
市
町
村
立
の
高
等
学
校
の
全
日
制
課
程
を
除
く
。
以
下

同
じ
。
）
及
び
特
別
支
援
学
校
（
前
号
の
市
町
村
立
の
特
別
支
援
学
校
を

除
く
。
）
の
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭
、

養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
講
師
、
実
習
助
手
、

寄
宿
舎
指
導
員
、
学
校
栄
養
職
員
、
看
護
職
員
、
事
務
職
員
及
び
そ
の
他

参考資料２
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の
職
員
（
技
能
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
3
2

年
高
知
県
条
例
第
5
6
号
）
の
適
用
を
受
け
る
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）

の
職
員
（
技
能
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
3
2

年
高
知
県
条
例
第
5
6
号
）
の
適
用
を
受
け
る
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）

２
略

２
略

（
給
料
）

（
給
料
）

第
４
条

給
料
は
、
公
立
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る

条
例
（
平
成
６
年
高
知
県
条
例
第
4
6
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い

う
。
）
第
８
条
第
１
項
に
規
定
す
る
正
規
の
勤
務
時
間
（
以
下
「
正
規
の
勤

務
時
間
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
勤
務
に
対
す
る
報
酬
で
あ
っ
て
、
こ
の
条
例

で
定
め
る
管
理
職
手
当
、
初
任
給
調
整
手
当
、
扶
養
手
当
、
地
域
手
当
、
住

居
手
当
、
へ
き
地
手
当
、
へ
き
地
手
当
に
準
ず
る
手
当
、
定
時
制
通
信
教
育

手
当
、
産
業
教
育
手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
特
地
勤
務
手
当
（
第
1
6
条
の
３

の
規
定
に
よ
る
手
当
を
含
む
。
）
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
、

夜
間
勤
務
手
当
、
宿
日
直
手
当
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
、
通
勤
手
当
、

単
身
赴
任
手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
及
び
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当

を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

第
４
条

給
料
は
、
公
立
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る

条
例
（
平
成
６
年
高
知
県
条
例
第
4
6
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い

う
。
）
第
８
条
第
１
項
に
規
定
す
る
正
規
の
勤
務
時
間
（
以
下
「
正
規
の
勤

務
時
間
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
勤
務
に
対
す
る
報
酬
で
あ
っ
て
、
こ
の
条
例

で
定
め
る
管
理
職
手
当
、
初
任
給
調
整
手
当
、
扶
養
手
当
、
地
域
手
当
、
住

居
手
当
、
へ
き
地
手
当
、
へ
き
地
手
当
に
準
ず
る
手
当
、
定
時
制
通
信
教
育

手
当
、
産
業
教
育
手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
特
地
勤
務
手
当
（
第
1
6
条
の
３

の
規
定
に
よ
る
手
当
を
含
む
。
）
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
、

夜
間
勤
務
手
当
、
宿
日
直
手
当
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
、
通
勤
手
当
、

単
身
赴
任
手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
及
び
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当

を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

（
定
時
制
通
信
教
育
手
当
）

（
定
時
制
通
信
教
育
手
当
）

第
1
5
条
の
３

定
時
制
通
信
教
育
手
当
は
、
定
時
制
（
夜
間
に
授
業
を
行
う
も

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
課
程
又
は
通
信
制
の
課
程

を
置
く
高
等
学
校
の
職
員
（
校
長
、
定
時
制
の
課
程
又
は
通
信
制
の
課
程
に

関
す
る
校
務
を
つ
か
さ
ど
る
副
校
長
、
定
時
制
の
課
程
又
は
通
信
制
の
課
程

に
関
す
る
校
務
を
整
理
す
る
教
頭
並
び
に
本
務
と
し
て
定
時
制
教
育
又
は
通

信
教
育
に
従
事
す
る
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
教

諭
、
養
護
助
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
講
師
及
び
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
実

習
助
手
に
限
る
。
）
に
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

事
項
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
1
5
条
の
３

定
時
制
通
信
教
育
手
当
は
、
定
時
制
（
夜
間
に
授
業
を
行
う
も

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
課
程
又
は
通
信
制
の
課
程

を
置
く
高
等
学
校
の
職
員
（
校
長
、
定
時
制
の
課
程
又
は
通
信
制
の
課
程
に

関
す
る
校
務
を
つ
か
さ
ど
る
副
校
長
、
定
時
制
の
課
程
又
は
通
信
制
の
課
程

に
関
す
る
校
務
を
整
理
す
る
教
頭
並
び
に
本
務
と
し
て
定
時
制
教
育
又
は
通

信
教
育
に
従
事
す
る
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
教

諭
、
養
護
助
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
講
師
及
び
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
実

習
助
手
に
限
る
。
）
に
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

事
項
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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２
定
時
制
通
信
教
育
手
当
の
月
額
は
、
定
時
制
の
課
程
を
置
く
高
等
学
校
の

職
員
に
あ
っ
て
は
、
1
9
,
0
0
0
円
（
第
1
2
条
に
規
定
す
る
管
理
職
手
当
を
支
給

さ
れ
る
職
員
（
以
下
「
管
理
職
手
当
受
給
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て

は
、
1
5
,
0
0
0
円
）
、
通
信
制
の
課
程
を
置
く
高
等
学
校
の
職
員
に
あ
っ
て

は
、
3
,
5
0
0
円
（
管
理
職
手
当
受
給
職
員
に
あ
っ
て
は
、
2
,
8
0
0
円
）
と
す

る
。
た
だ
し
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
額
に
勤

務
時
間
条
例
第
３
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時

間
を
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た

額
と
す
る
。

２
定
時
制
通
信
教
育
手
当
の
月
額
は
、
定
時
制
の
課
程
を
置
く
高
等
学
校
の

職
員
に
あ
っ
て
は
、
1
9
,
0
0
0
円
（
第
1
2
条
に
規
定
す
る
管
理
職
手
当
を
支
給

さ
れ
る
職
員
（
以
下
「
管
理
職
手
当
受
給
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て

は
、
1
5
,
0
0
0
円
）
、
通
信
制
の
課
程
を
置
く
高
等
学
校
の
職
員
に
あ
っ
て

は
、
3
,
5
0
0
円
（
管
理
職
手
当
受
給
職
員
に
あ
っ
て
は
、
2
,
8
0
0
円
）
と
す

る
。
た
だ
し
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
額
に
勤

務
時
間
条
例
第
３
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時

間
を
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た

額
と
す
る
。

３
略

３
略

（
特
殊
勤
務
手
当
）

（
特
殊
勤
務
手
当
）

第
1
6
条

著
し
く
困
難
な
勤
務
そ
の
他
の
特
殊
な
勤
務
で
、
給
与
上
特
別
の
考

慮
を
必
要
と
し
、
か
つ
、
そ
の
特
殊
性
を
給
料
で
考
慮
す
る
こ
と
が
適
当
で

な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
従
事
す
る
職
員
に
は
、
そ
の
勤
務
の
特
殊
性
に

応
じ
て
特
殊
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。

第
1
6
条

著
し
く
困
難
な
勤
務
そ
の
他
の
特
殊
な
勤
務
で
、
給
与
上
特
別
の
考

慮
を
必
要
と
し
、
か
つ
、
そ
の
特
殊
性
を
給
料
で
考
慮
す
る
こ
と
が
適
当
で

な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
従
事
す
る
職
員
に
は
、
そ
の
勤
務
の
特
殊
性
に

応
じ
て
特
殊
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。

２
特
殊
勤
務
手
当
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

２
特
殊
勤
務
手
当
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

種
類

金
額

１
小
学
校
、
中
学
校
又
は
義
務
教
育
学
校

に
お
い
て
多
学
年
学
級
を
担
当
す
る
職
員

の
特
殊
勤
務
手
当
（
多
学
年
学
級
担
当
手

当
）

１
日
当
た
り
3
5
0
円
を
超

え
な
い
範
囲
内
で
人
事
委

員
会
規
則
で
定
め
る
額

２
～
４

略
略

５
主
任
等
の
職
務
を
行
う
職
員
で
教
務
そ

の
他
の
教
育
に
関
す
る
業
務
に
つ
い
て
の

１
日
当
た
り
2
7
0
円
を
超

え
な
い
範
囲
内
で
人
事
委

種
類

金
額

１
小
学
校
、
中
学
校
又
は
義
務
教
育
学
校

に
お
い
て
多
学
年
学
級
を
担
当
す
る
職
員

の
特
殊
勤
務
手
当
（
多
学
年
学
級
担
当
手

当
）

１
日
当
た
り
3
5
0
円
を
超

え
な
い
範
囲
内
で
人
事
委

員
会
規
則
で
定
め
る
額

２
～
４

略
略

５
主
任
等
の
職
務
を
行
う
職
員
で
教
務
そ

の
他
の
教
育
に
関
す
る
業
務
に
つ
い
て
の

１
日
当
た
り
2
7
0
円
を
超

え
な
い
範
囲
内
で
人
事
委

6



３
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
を
受
け
る
者
の
範

囲
そ
の
他
手
当
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

る
。

３
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
を
受
け
る
者
の
範

囲
そ
の
他
手
当
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

る
。

連
絡
調
整
及
び
指
導
・
助
言
に
当
た
る
も

の
の
特
殊
勤
務
手
当
（
教
育
業
務
連
絡
指

導
手
当
）
並
び
に
特
別
支
援
学
校
の
各
部

の
主
事
の
職
務
を
行
う
職
員
の
特
殊
勤
務

手
当
（
特
別
支
援
学
校
部
主
事
手
当
）

員
会
規
則
で
定
め
る
額

６
県
立
の
中
学
校
に
お
い
て
夜
間
に
授
業

を
行
う
学
級
に
関
す
る
業
務
に
従
事
し
た

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
（
夜
間
学
級
教
育

手
当
）

１
日
当
た
り
9
0
0
円
を
超

え
な
い
範
囲
内
で
人
事
委

員
会
規
則
で
定
め
る
額

備
考

略

連
絡
調
整
及
び
指
導
・
助
言
に
当
た
る
も

の
の
特
殊
勤
務
手
当
（
教
育
業
務
連
絡
指

導
手
当
）
並
び
に
特
別
支
援
学
校
の
各
部

の
主
事
の
職
務
を
行
う
職
員
の
特
殊
勤
務

手
当
（
特
別
支
援
学
校
部
主
事
手
当
）

員
会
規
則
で
定
め
る
額

備
考

略
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生
徒

の
様

々
な

学
び

の
ニー

ズ
に

応
え

る
た

め
、個

々
に

あ
わ

せ
た

指
導

内
容

や
教

材
等

の
工

夫
が

求
め

られ
る

等
特

殊
な

勤
務

とな
る

た
め

、特
殊

勤
務

手
当

とし
て

「夜
間

学
級

教
育

手
当

」を
新

設
す

る

１
 
夜
間
中
学
の
概
要
に
つ
い
て

校
　名

：
 「

高
知

県
立

高
知

国
際

中
学

校
夜

間
学

級
」と

して
令

和
３

年
4月

に
開

設
場
　所

：
 現

在
の

高
知

江
の

口
特

別
支

援
学

校
(高

知
市

新
本

町
)の

校
舎

を活
用

夜
間
中
学
に
勤
務
す
る
教
育
職
員
に
対
す
る
手
当
に
つ
い
て
 
 
 
 
 

入
学
要
件

：
高

知
県

内
に

在
住

の
学

齢
経

過
者

で
、国

籍
に

か
か

わ
らず

、
　　

　　
 　

　　
３

年
間

継
続

 し
て

通
学

で
きる

者
の

うち
、

　①
小

学
校

や
中

学
校

を卒
業

して
い

な
い

者
（

義
務

教
育

未
修

了
者

）
　②

中
学

校
を卒

業
した

者
の

うち
、学

び
直

しを
希

望
す

る
者

　　
　（

不
登

校
や

病
気

等
の

理
由

で
十

分
学

校
に

通
え

な
か

った
者

）
入
学
希
望
者

：
12

名
（

令
和

２
年

12
月

14
日

時
点

）

修
業
年
限

：
原

則
、３

年

基
本
理
念

：
生

徒
の

様
々

な
学

び
の

ニー
ズ

に
応

え
、生

徒
が

学
ぶ

喜
び

を実
感

しな
が

ら、
安

心
・安

全
に

学
習

す
る

こと
が

で
き

る
中

学
校

夜
間

学
級

（
夜

間
中

学
）

教
職
員
・
福
利
課

２
 
夜
間
学
級
教
育
手
当
に
つ
い
て

教
育
課
程

：
特

別
の

教
育

課
程

授
業
時
間

：
平

日
の

夜
間

　　
　　

　　
　 

17
:3

0～
21

:0
0
　　
教
育
職
員
の
勤
務
時
間

：
　　

   
   

   
   

13
:0

0～
21

:3
0

対
　象

：
県

立
の

中
学

校
に

お
い

て
夜

間
に

授
業

を
行

う学
級

に
関

す
る

業
務

に
従

事
した

下
記

の
職

員
※

　　
　 

 　
 ①

 管
理

職
手

当
受

給
者

：
校

長
、教

頭
　等

　　
　　

②
 ①

以
外

の
教

育
職

員
 ：

教
諭

、講
師

　等
　　

　　
　　

　　
　　

　　
※

 夜
間

学
級

に
係

る
担

当
業

務
時

間
数

が
２

分
の

１
以

上
の

職
員

を支
給

対
象

とす
る

　　
　　

　　
　　

　手
当

受
給

予
定

者
は

①
専

任
教

頭
１

名
、②

教
諭

等
２

名

条
　例

：
公

立
学

校
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

　第
16

条
（

特
殊

勤
務

手
当

）
第

２
項

全
国
の
設
置
状
況

：
28

自
治

体
34

校
（

令
和

２
年

４
月

時
点

） 〔施
行
期
日
〕令
和
３
年
４
月
１
日

金
　額

：
１

日
当

た
り9

00
円

を
超

え
な

い
範

囲
で

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
額

　　
　　

　（
類

似
の

手
当

で
あ

る
定

時
制

通
信

教
育

手
当

に
準

じた
額

）
　　

　 
 　

 ①
 管

理
職

手
当

受
給

者
：
71
0円
/日

　　
（

15
,0

00
円

/月
を日

額
換

算
）

　　
　 

 　
 ②

 ①
以

外
の

教
育

職
員

 ：
90
0円
/日

　　
（

19
,0

00
円

/月
　　

　 
〃

　　
）

〈参
考
〉

定
時
制
通
信

　教
育
手
当
とは

→
夜

間
の

定
時

制
、

通
信

制
課

程
を置

く
高

校
の

本
務

教
育

職
員

に
対

して
支

給
す

る
手

当

・学
習

指
導

要
領

を
基

本
とし

た
、

 中
学

校
の

全
て

の
教

科
等

を学
習

 し
ま

す
。　

・必
要

に
応

じて
、小

学
校

の
学

習
 内

容
や

日
本

語
の

支
援

を
行

い
ま

す
。

参考資料３
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